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結 果 の 概 要 
 
１ 精神保健福祉関係 
(1) 精神障害者申請通報届出数、入院形態別患者数 

平成 25 年度の一般・警察官等からの「申請通報届出数」は 23,177 件で、前年度に比べ 2,131

件（10.1％）増加している。また、「申請通報届出のあった者のうち診察を受けた者数」は 9,404

人で、前年度に比べ 327 人(3.6％)増加している。（表１） 

平成 25 年度末現在の「措置入院患者数」は 1,482 人で、前年度に比べ 49 人（3.2％）減少して

いる（表１、図１）。 

平成 25 年度の「医療保護入院届出数」は 211,980 件で、前年度に比べ 2,433 件（1.2％）増加

している（表１、図２）。 

 

表１ 精神障害者申請通報届出数、入院形態別患者数の年次推移 
 

 
注：1)平成22年度は、東日本大震災の影響により、宮城県のうち仙台市以外の市町村が含まれていない。 

 

 

図１ 措置入院患者数の年次推移 図２ 医療保護入院届出数の年次推移 

各年(度)末現在 各年(度) 

 
注: 平成８年までは、暦年の数値である。 

1)平成22年度は、東日本大震災の影響により、宮城県のうち仙台市以外の市町村が含まれていない。 

平成21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

(2009) ( ' 10) ( ' 11) ( ' 12) ( ' 13) 増減数
増減率
（％）

  16 392   17 033   18 031   21 046   23 177 2 131 10.1 

  7 749   7 873   7 910   9 077   9 404  327 3.6 

  1 579   1 515   1 512   1 531   1 482 △  49 △   3.2 

（人口10万対） 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2

188 879 198 487 202 500 209 547 211 980 2 433 1.2 

（人口10万対） 148.1 156.6 158.5 164.3 166.5

対前年度

 申請通報届出数(件)
　　（各年度）

 措置入院患者数(人)
　　（各年度末現在）

 医療保護入院届出数(件)
　　（各年度）

 申請通報届出のあった者のうち
 診察を受けた者数(人）
　　（各年度）
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(2) 精神障害者保健福祉手帳交付台帳登載数 

平成 25 年度末現在の精神障害者保健福祉手帳交付台帳登載数（有効期限切れを除く。）は

751,150 人で、前年度に比べ 55,451 人（8.0％）増加している（表２）。 
 

表２ 精神障害者保健福祉手帳交付台帳登載数（有効期限切れを除く。）の年次推移 

（単位：人） 各年度末現在 

 
注：1)平成 22 年度は、東日本大震災の影響により、宮城県のうち仙台市以外の市町村が含まれていない。 

 

(3) 精神保健福祉センターにおける相談延人員 

平成 25 年度の精神保健福祉センターにおける相談延人員は 149,345 人となっている。相談内容

別にみると、「社会復帰」が 64,778 人（43.4%）と最も多く、次いで「思春期」16,129 人（10.8％）、

「心の健康づくり」16,125 人（10.8％）となっている。 

また、相談延人員のうち「（再掲）ひきこもり」は 21,482 人（14.4%）、「（再掲）発達障害」

は 14,624 人（9.8%）となっている。（図３） 

 

            図３ 精神保健福祉センターにおける相談内容別延人員 

平成 25 年度 

 
注：1) ｢ひきこもり｣とは、仕事や学校に行かず、かつ家族以外の人との交流をほとんどせずに、 

６か月以上続けて自宅にひきこもっている状態にある７歳から49歳までの者をいう。 
2) ｢自殺関連｣とは、相談内容が、自殺の危険、予告・通知、実行中、未遂、遺族等からの相談
のいずれかに該当するものをいう。 

平成21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

(2009) ( ' 10) ( ' 11) ( ' 12) ( ' 13) 増減数
増減率
（％）

  544 332   594 504   635 048   695 699   751 150   55 451 8.0 

（人口10万対） 426.9 469.0 496.9 545.6 590.1

１級   91 718   93 908   95 711   101 758   105 376   3 618 3.6 

２級   335 047   368 041   394 283   430 516   460 538   30 022 7.0 

３級   117 567   132 555   145 054   163 425   185 236   21 811 13.3 

対前年度
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